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調査事業」の結果については、消費者庁で精査した上で公表し、活用していくこと

を検討している。【消費者庁】 

さらに、平成 29 年 11 月に公表された食品衛生法改正懇談会の取りまとめ及び平

成 29 年 12 月に消費者委員会において取りまとめられた食品衛生規制等の見直しに

関する意見を踏まえ、食品関連事業者等がアレルゲン等の安全性に関するが食品表

示基準に従った表示がされていない法違反等に伴う食品を自主回収する場合に、情

報を行政機関へのに届出を義務付けるとともに報告し、その旨を行政機関が公表す

る国民に提供する仕組みを制度化するため、2018 年 12 月に食品表示法の一部を改

正する法律が公布されており、今後届出に係るシステムの構築、政令等の策定等を

行う。する。【消費者庁】 

＜2015年度～2018年度の実績＞ 

機能性表示食品制度を始めとする新たな食品表示制度について、説明会等の講師として職員を派遣

するなど、消費者、事業者等に対する普及啓発を実施した。新たに義務化された栄養成分表示の普及

啓発のために、消費者に対しては、リーフレットの作成・配布、事業者に対しては、義務化周知のチ

ラシの作成・配布及び「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」の改訂を行った

（いずれも消費者庁ウェブサイト（https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health

_promotion/index.html#m05）にて公表）。 

機能性表示食品の広告の適正化の観点から、広告等の留意点Ｑ＆Ａの作成・周知を行った。 

インターネット販売等における食品表示については、2015年12月から「食品のインターネット販売

における情報提供の在り方懇談会」を開催し、2016年12月に報告書を公表した。 

加工食品の原料原産地表示については、2016年１月から、消費者庁と農林水産省が共催で「加工食

品の原料原産地表示制度に関する検討会」を開催し、同年11月に報告書を公表した。当該報告書や消

費者委員会での議論を踏まえた新たな加工食品の原料原産地表示制度が2017年９月から施行されたと

ころ、新制度についてのパンフレット等の作成・配付配布や消費者向け及び事業者向けＱ＆Ａの充実

を行うとともに、同年11月30日に開催された都道府県等食品表示担当者研修を始めはじめとして、制

度施行から2018年10３月末まで14899件の説明会やセミナー等を開催し、消費者・事業者等に対する

普 及 啓 発 を 実 施 し た （ パ ン フ レ ッ ト や Ｑ ＆ Ａ は 消 費 者 庁 ウ ェ ブ サ イ ト

（ https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/）にて公

表）。また、2018年1月に中小規模の食品関連事業者が取り組みやすいマニュアルを作成・公表する

とともに、同マニュアルを活用した事業者向けのセミナーを、2017年度には全国10地区、2018年度に

は全国18地区で開催した。 

遺伝子組換え表示については、2017年４月から「遺伝子組換え表示制度に関する検討会」を開催し、

2018年３月に報告書を公表した。 

機能性表示食品については、20192018年３11３月末１日末時点で、1,4601,7351,269件の届出情報

を公表した。 

制度創設時に残された検討課題については、2016年１月から「機能性表示食品制度における機能性

関与成分の取扱い等に関する検討会」を開催し、同年12月に報告書を公表した。また、当該報告書、

規制改革実施計画（平成29年６月９日閣議決定）及び検証事業の結果を踏まえ、機能性表示食品の届
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出等に関するガイドラインの改正や機能性表示食品に関する質疑応答集の作成・改正等を行った。改

正したガイドラインの内容を機能性表示食品制度届出データベースに反映させるため、2018年度に届

出データベースの改修を行い、2019年３月に運用を開始した。う（2019年３月末までに完了、４月か

ら運用開始予定）。 

特別用途食品については、2016平成28年２月から「特別用途食品制度に関する検討会」を開催し、

同年11月に報告書を公表した。当該報告書及び規制改革実施計画（平成27年６月30日閣議決定）を踏

まえ、「特別用途食品の表示許可等について」を改正（2017年３月31日）し、2018年４月１日に施行

されている。また、「女性活躍加速のための重点方針2018」（平成30年６月12日すべての女性が輝く

社会づくり本部決定）を踏まえ、2018年８月に「健康増進法施行令第３条第２号の規定に基づき内閣

総理大臣が定める区分、項目及び額」及び「特別用途食品の表示許可等について」を改正（いずれも

平成30年８月８日）し、乳児用液体ミルクの許可基準を設定・施行した。 

特定保健用食品については、2016年度に買上調査を７品目実施し、関与成分量が許可等申請書どお

り適切に含有されていなかった商品が７品目中２品目であったことを受け、「特定保健用食品に対す

る更なる品質管理等の徹底について」を発出（2017年５月24日）した。また、2017年３月には、新た

な知見を入手した場合は、消費者庁に報告する旨を内閣府令に規定するなどの措置を講じた。2017年

９月から、特定保健用食品の製品に係る公開情報の提供の在り方について、調査事業を実施するとと

もに、条件付き特定保健用食品の認知度及び制度の方向性についても併せて検討した。本事業を踏ま

え、国立健康・栄養研究所の製品情報データベースの改修を行う（2019年３月末までに改修を行った。

する予定）。 

また、特定保健用食品及び機能性表示食品については、2017年度に買上調査を特定保健用食品40品

目、機能性表示食品60品目で実施し、特定保健用食品については関与成分量、機能性表示食品につい

ては、機能性関与成分量が適切に含有されていなかった商品は、２品目であった。なお、調査結果を

2018平成30年４月９日に公表した。ている2018年度においても引き続き同様の買上調査を実施してい

る。 

食品関連事業者等が食品の安全性に関する食品表示基準に従った表示がされていない食品を自主回

収する場合に、行政機関への届出を義務付けるとともに、その旨を行政機関が公表する仕組みを制度

化するため、2018年12月に食品表示法の一部を改正する法律が公布（平成30年12月14日）された。

【消費者庁、農林水産省】 

② 健康食品も含めた食品の表示・広告の適正化

食品の機能性等を表示する制度に関し、健康食品も含めた食品の表示・広告につ

いて、執行体制の整備も含め、関係機関と連携して監視を強化し、法令違反に関し

ては厳正に対処するとともに、健康食品に関する留意事項の周知徹底を行うことに

より、表示・広告の適正化を図る。【消費者庁】 

＜2015年度～2018年度の実績＞ 

通年的に行うインターネット等における健康食品等の虚偽・誇大表示に対する監視を通じて、2014

年1月から平成2920182019年10３12月までで1,3071,4761,065事業者による1,5611,7401,295商品の表
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